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○群馬県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改 

正する条例（デジタルトランスフォーメーション課）                         ２ 

○群馬県野鳥の森施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（自然環境課）          ３ 

○群馬県中小企業者等の事業の再生を支援するための措置に関する条例の一部を改正する条例（地域企 

業支援課）                                            ３ 

○群馬県武尊山観光レクリェーション施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（観光魅 

力創出課）                                            ４ 

○群馬コンベンションセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（ｅスポーツ・クリ 

エイティブ推進課）                                        ５ 
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